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７－５ 目標達成のための施策及び事業 

地域公共交通計画の目標達成のための施策や公共交通サービスの向上にむけた事業につい

て、基本目標ごとに分類して次頁以降に定めます。また参考欄には、施策及び事業の選定の

参考となったまちづくりミーティングやアンケート調査、協議会に寄せられた意見や要望及

びアンケート調査の集計結果の該当ページ（掲載ページ）を載せています。 
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基本目標 １．市街地交通の整備及び充実 

施策項目 市街地バス路線の見直し 

現状と課題 

現在、市街地バス路線は「美幌循環線」と「美幌高校線」があり、町民

生活を支える交通機関であり、移動サービスの役割を担っています。 

しかし、「美幌循環線」は、循環路線であるが故、運行区域の拡大は容

易ではなく、ＪＲとの接続、高校生の課外活動終了に対応する運行など、

課題の解消、要望の受入は、いずれも難しい状況となっています。 

施策概要 

従来から交付を受けている地城公共交通確保維持改善事業費補助金

（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）を活用し、安定的な確

保維持を目指します。 

（１）運行区域の拡大、路線の見直し 

現行路線に固執することなく、運行区域の拡大を視野に入れて、路線

の見直しを検討します。 

（２）運行時間帯の見直し 

運行時間帯を高校生の登校及び下校、高校の課外活動後に乗車できる

時間帯におけるバスの運行、日中の閑散時間における運行の工夫など改

善に取り組みます。 

（３）バス停名称の工夫 

バス停名称を「公共施設」「医療機関」「大型商業施設」「金融機関」

などを用いて利用者に目的の場所のわかりやすさを提供いたします。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 

・土曜日、日曜日にもバスを運行してほしい。 

・現行のバス路線を見直して、運行区域を拡大し、一刻も早く、新路線で

運行してほしい。 

・新路線は、医療機関、大型スーパーを通る路線に見直してほしい。 

・民間病院等への通院の利便性を検討してほしい。 

・系統や路線の見直しをしてほしい。 

・美幌循環線の運行継続をお願いします。 

・学校の課外活動終了後に利用できるバスを運行してほしい。 

 

 Ｐ．57 ⑩バスの利用希望（美幌高校） 

Ｐ．68 ⑩市街地を運行する新しいバス路線の利用の有無（北見市内の

高校） 

Ｐ．83 ⑮美幌循環線を見直した場合の利用の有無（高齢世帯） 
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基本目標 １．市街地交通の整備及び充実 

施策項目 市街地未運行地域の解消 

現状と課題 

市街地のバス路線を見直しても、運転手、車両の手配などもあって、設

定できる路線数には限りがあり、市街地に運行区域の拡大をしてもなお、

路線延長ができない地域が生じる可能性があります。 

人口の約8割が市街地城に居住するコンパクトシティを生かしたまちづ

くりを進めるためにも、すべての地域に公共交通が運行する必要がありま

す。 

施策概要 

運行区域の見直しを図って、運行区域が拡大されても、市街地に路線延

長が難しい地域が生じる可能性があります。 

しかし、運転手や車両の手配などから、設定できるバス路線には限りが

あります。 

そのため、基軸となる市街地交通路線に接続する交通手段を確保するな

ど、市街地未運行地域の解消に努め、地域公共交通確保維持改善事業費補

助金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）を活用し、安定的な

確保維特を目指します。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・運行区域を拡大してほしい。 
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基本目標 １．市街地交通の整備及び充実 

施策項目 新しい交通システム導入によるサービスの向上 

現状と課題 

市街地を運行するバス路線は、乗客の有無にかかわらず、決まった時刻

に決まった経路で運行していますが、日中に運行する美幌循環線には乗客

ゼロ人というバスもあります。市街地の移動サービスにおける利便性の向

上や公共交通空白地域の解消のため、新しい交通システムの導入による

サービス向上の必要性があります。 

施策概要 

日中（概ね10時～15時）におけるバスの乗客は、朝夕の運行と比べる

と、少なくなっています。 

そのため、日中の乗客の少ない、いわゆる閑散時間帯に、通常どおり、

定時のバスを運行するのではなく、乗車申込みに対して運行するデマンド

バスによる運行を検討し、サービスの向上を図っていきたいと思います。 

なお、新しい交通システムには、地域公共交通確保維持改善事業費補助

金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）を活用し、安定的な確

保維持を目指します。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・予約型のデマンド運行を希望します。 
・利用しやすい運行内容を希望します。 
・運行区域の拡大してほしい。 
・民間病院等への通院の利便性を検討すべき。 
・目的地まで時間がかかり過ぎる。 
・車両の小型化してほしい。 
・300円～500円で利用できる定額タクシーを希望します。 
・大型スーパーの敷地内にバス停を設置してはどうか。 
 
 Ｐ．80 ⑫主な利用交通手段（高齢世帯） 
 Ｐ．81 ⑬主な目的施設（高齢世帯） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 （参考）網走市で運行中のデマンド型交通（どこでもバス） 
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基本目標 １．市街地交通の整備及び充実 

施策項目 ＪＲ普通列車との接続改善 

現状と課題 

ＪＲ北海道の列車と市街地を運行するバスとの接続が悪く、ＪＲを利用

する方（特に高校生）の利便性が皆無となっています。 

施策概要 

ＪＲ美幌駅に到着する普通列車、特にオホーツク中学区の高等学校に通

学する生徒が乗車する普通列車と市街地バス路線の運行時間の接続改善に

取り組みます。 
改善内容によっては、ＪＲ北海道に運行ダイヤの見直し要望もいたしま

す。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・利用したい時間帯に運行がない。 
・ＪＲ普通列車を増車してほしい。 
・ＪＲと運行時間を連動してほしい。 
 
 Ｐ．53 ⑧美幌町以外からＪＲを利用して通学している生徒の登下校の

手段（美幌高校） 
 Ｐ．60 ④美幌町内で移動する交通手段（北見市内の高校）  
 Ｐ．84 ⑯美幌循環線にあると便利に思うサービス等（高齢世帯） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 通学の様子（ＪＲ美幌駅） 
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基本目標 ２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

施策項目 農村交通の充実 

現状と課題 

農村地区と市街地を結ぶ交通路線は、農村地区を5地区に編成して、1週
間に1日一往復、自宅と市街地の連絡施設間を定額で結ぶ「乗合タク

シー」とへき地教育振興法に基づき、児童及び生徒の通学（登下校）及び

校外学習、社会教育事業等の参加者送迎のため運行するスクールバスの一

部を、一般町民も乗車できる「混乗スクールバス」として運行しています

が、いずれも、農村から市街地への足の確保のため、欠かすことができな

い公共交通となっています。 

施策概要 

（１）乗合タクシーの充実 

1週間に1日一往復の運行体系の充実を目指して、研究及び検討を進

め、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金）を活用し、安定的な確保維持を目指します。 

（２）混乗スクールバスの充実 
旧町営バス路線、旧福祉バス路線を混乗スクールバスとして運行して

いますが、利用しやすい環境を整え、市街地バス路線との接続改善に努

めながら、運行の充実を図ってまいります。 

実施主体 協議会、美幌町、美幌町教育委員会、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・土日も運行してほしい。 
・乗合タクシーとなっているが、例えば、車いすの利用者などがいると、

乗合ができず、複数車両が必要となっている。 
・旧福祉バス路線には、助成制度があるので、地域間に不公平が生じてい

る。 
・子供の成長とともに混乗スクールバスの運行ルートも変わると思うが、

周知をしっかりと行って欲しい。 
・スクールバスの運行ルートを拡大してほしい。 
・予約なしで混乗スクールバスに乗れるようにしてほしい。 
・車両を小型化してほしい。 
 
Ｐ．86 ⑲農村地区を運行する公共交通について（高齢世帯） 
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基本目標 ２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

施策項目 女満別空港との連絡交通 

現状と課題 

女満別空港との連絡交通は、レンタカー及び自家用車の利用が多く、公

共交通の利用が少ない現状となっています。現在は、女満別空港と北見市

を結ぶ女満別空港連絡バスが運行、途中の美幌バイパスの降り口（高野第

三停留所）で、乗降することも可能ですが利用は多くありません。 
過去に、バス路線の延長や相乗りタクシーなどの運行実績もあります

が、利用は多くありませんでした。 

施策概要 

女満別空港と美幌市街を結ぶ公共交通の利用者は少なく、現状において

大きな需要がある状況とはいえませんが、ビジネス、観光など町外者、来

道者に対して、公共交通手段の提供を行う必要があります。そのために

は、しっかりとした制度設計と幅広い周知、隣接市町村との連携などを模

索しながら新しい公共交通体系の研究と導入について、検討を進めていき

ます。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・実証運行していたコミュニティタクシー（デマンド型）の制度がわから

なかった。（もう少し周知した方が良かった。周知が足りなかった。） 
・もっとＰＲすべきではないか。 
・コミュニティタクシーを知らなかった。 
・女満別空港連絡バスの高野第三停留所から市街地への移動が大変です。 
・高野第三バス停で降りても使い勝手が良くない。 
・女満別空港連絡バスが美幌駅あたりで停車できたら良い。 
 
 Ｐ．74 ⑥町内外で運行する公共交通手段の利用状況（高齢世帯） 
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基本目標 ２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

施策項目 北見・美幌・津別線の利用促進 

現状と課題 

地域間幹線の北見・美幌・津別線は、3系統、1日28便が運行しているも

のの、利用者は年々減少しています。 

施策概要 

北見・美幌・津別線は、市町間移動の利用と地域内移動での利用も視野

に入れて利用の促進に向けた研究、検討を進めてまいります。 
そのため、美幌町内の一定区間について市街地交通路線と連携し、利用

促進を図るため、利用者の利便性の向上を研究していきます。 
また、乗客数の増加に向けた取り組みでは、関係自治体と協力して、利

用者のニーズの把握に努め、施策を検討していきます。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者（関係自治体：北見市、津別町） 

参考 

【意見等】 
・美富団地、美富北まで美幌循環線の運行を希望します。 
・緑ヶ丘へのバス停設置を希望します。 
・美禽まで美幌循環線の運行を希望します。 
 
 Ｐ．75 ⑦北見・美幌・津別線の利用状況（高齢世帯） 
 Ｐ．77 ⑨美幌循環線の利用状況（高齢世帯） 
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基本目標 ２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

施策項目 近郊施設との移動サービスの研究・検討 

現状と課題 

市街地域の近郊の公共施設（パークゴルフ場、みどりの村、峠の湯）な

どに対する運行の要望がある反面、過去の実証運行などからみると需要が

伸びず、当該施設までの路線バスの延長は容易ではない状況です。 

施策概要 

市街地域の近郊の公共施設に市街地バス路線を延長して運行するために

は、もう少し、利用のニーズが高まっていく必要があります。 
しかし、季節運行、デマンド型交通、送迎システムなどの手段で導入が

可能かどうか、費用対効果なども踏まえて、研究検討を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
峠の湯びほろ 

 

実施主体 美幌町、交通事業者、施設管理者 

参考 

【意見等】 
・博物館、スポーツセンター、峠の湯、図書館、パークゴルフ場などの公

共施設へのアクセスを希望します。 
・公共施設だけのバス路線を希望します。 
・主要な公共施設への待機時間を設定してほしい。 
 
Ｐ．81 ⑬主な目的施設（再掲）（高齢世帯） 
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基本目標 ２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

施策項目 ＪＲ北海道の利用促進 

現状と課題 

ＪＲ北海道は、単独で維持困難な路線として石北本線を含む13路線を公

表しており、官民を挙げて利用促進に向けて取り組んでいますが、新型コ

ロナの影響や車両の老朽化が相まって、需要が低迷しています。 

施策概要 

ＪＲ美幌駅からの二次交通として、一部列車との接続改善、特に高校生

の下校時に着目して、普通列車との接続改善を図っていきます。 
また、車両の更新や運行ダイヤの見直しなど、地域の声をＪＲ北海道に

届けていきます。 
さらに、町として実施可能な利用促進の取り組みについて、関係機関と

協力しながら取り組んでまいります。 

実施主体 美幌町、観光物産協会 

参考 

【意見等】 
・鉄道交通の安全性のアピールを希望します。 
・早割り切符など美幌駅で購入できたらよい。 
・ＪＲ利用者への補助（支援）の検討を希望します。 
・利用しやすい時間帯で運行してほしい。 
・札幌までの高速化を希望します。 
・美幌駅にスロープやエスカレーターの設置を希望します。 
 
 Ｐ．87 ⑳ＪＲを利用するために必要と思うこと（高齢世帯） 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 バス車両の更新 

現状と課題 

路線バスは、相当の年数が経過した車両によって運行されており、老朽

化が著しく、また、住宅街の狭隘な道路を運行する現状から、車両の小型

化も検討していく必要があります。 

施策概要 

バス車両の更新は、費用が多額であり、そう簡単に更新できるものでは

ありませんが、車両が老朽化していくことを考えると、国の補助制度「地

域公共交通確保維持改善事業費補助金（車両減価償却費等国庫補助金・公

有民営方式車両購入費補国庫補助金）等」も活用しながら、中長期的な視

点に立って、計画的に取り組む必要があります。 

そのためには、交通事業者としっかりとした協議等を行いながら、対応

してまいります。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・美幌循環線の車両を小型化してほしい。 
・バスの車両はもう少し小さくても良いのでは。 
・バスの車両に広告をデザインしても良いのでは。 
・住宅街の狭い道でも運行するのかと感心しましたが、もう少し小型化し

てもいいと思います。 
 
Ｐ．84 ⑯美幌循環線にあると便利に思うサービス等（再掲）（高齢世

帯） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 バス車両（美幌循環線） 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 バス停環境の整備 

現状と課題 

市街地バス路線の見直しに伴い、新たなバス停の設置が必要となりま

す。 
これまでのバス停は、時刻表などが剥がれたり、法令に抵触して「危険

なバス停」と指摘を受けるものなどがありましたが、利用者の利便性と運

行上の安全などの観点から必要な環境整備に努めていく必要があります。 

施策概要 

既設のバス停及び新設のバス停に対して、利用者の利便性の向上とし

て、ベンチ、バス停上屋及び付帯施設の設置など、施設整備に努めていく

とともに、バス停の掲示物の点検、除雪やバス停設備の維持管理に努めて

まいります。 
また、運行上の安全、交通安全の一環として、バスレーンの設置など、

関係機関に対し、必要に応じてバス停環境の整備を要望するなど取り組ん

でまいります。 

 

  

新バス路線でバス停設置の予定地 

 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者、道路管理者 

参考 

【意見等】 
・現在、美幌循環線はバス停が損傷してもそのままであり、表示（バス停

名称、時刻表）が傷んだままとなっている。 
・バスとすれ違う時、道路が狭くて大変な状況もあるので改善してほし

い。 
・バス停に椅子の設置を希望します。 
・美幌駅舎とバス待合所の共有を希望します。 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 公共交通の周知徹底 

現状と課題 

美幌循環線をはじめとする公共交通の利用者が少ない理由の一つに周知

不足が挙げられています。 
毎年発行している交通マップも市街地域のバス路線と時刻表の掲載に留

まっているため、需要の拡大には結び付いていません。 

施策概要 

公共交通全般を広く理解していただくためのガイドブックを作成、路線

図、時刻表、主要バス停の地図、公共交通に関する情報提供、また、事業

所等の協賛など、単なるバス路線と時刻表によるお知らせではなく、公共

交通のバイブルになるようなガイドブックの作成など、戦略的に取り組ん

でまいります。 
運転手不足の中、路線を維持していく取り組みの周知、ＰＲなど積極的

な情報発信や体験乗車など、公共交通の周知徹底に向けてあらゆる角度か

ら取り組みます。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・経路図等の配付を希望します。 
・ｗｅｂ等を活用するなどわかりやすいバス路線図を要望します。 
・もっとＰＲすべき。 
・乗る場所を教えてほしい。 
・公共交通の運行情報を広報に載せてほしい。 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 商店街などとの連携 

現状と課題 

自家用交通の拡大に伴い、自宅と目的地間の移動、いわゆる点と点の移

動が主体となっているため、商店街などの賑わいが失われています。 
公共交通、とりわけ路線バスと商店街などとの連携は、地域活性化の一

つの取り組みとして重要性が高くなっています。 

施策概要 

公共交通計画がまちづくりの推進の一翼を担う計画であるため、商店街

などと連携を図りながら、商店街などの活性化及び公共交通の推進に向け

て研究検討を進めてまいります。 
公共交通と商店街の連携の取り組み例として 
・決済システムの共有 
・割引などサービスの連携 
・情報発信の相互協力 など 

があります。 
なお、各社ごとに販売している回数券を、交通事業者が共通で利用でき

る回数券に見直し、かつ、交通事業者以外にも商店街の支払いに利用でき

ると利便性が高くなります。 
各社共通回数券の導入に向けて、検討を進め、さらに、その共通回数券

が交通事業者にとどまらず、交通事業者以外にも商店街の支払いに利用で

きると、さらに利便性が高くなります。 
また、商店街のイベント情報、販売促進情報の提供によって、公共交通

の利用者の増加などに結び付くことを期待したいと思います。 

実施主体 美幌町、交通事業者、商店街、観光物産協会 

参考 

【意見等】 
・公共、民間の様々なサービスと連動する公共交通を運行してほしい。 
・バスの回数券の販売店舗を増やす。 
 
Ｐ．84 ⑯美幌循環線にあると便利に思うサービス等（再掲）（高齢世

帯） 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 小学生に対する利用促進施策の推進 

現状と課題 

市街地を運行するバスは学校の課外授業などで多少の利用があるのみ

で、日常的に利用する小学生はなく、ほとんどの小学生は、町内でバスを

乗車経験する機会が少ない状況にあります。 

施策概要 

モビリティマネジメントの取り組みとして、小学生がバスの乗車を経験

できる取り組みの検討を進めます。 
具体的な例として、体験乗車、乗り方教室などの取り組みがあります。 
また、冬期間は日暮れが早く、下校時間帯は周囲が暗くなります。 
そのため、学校から少し距離のある小学生を対象に、防犯と交通安全も

含めて、バスでの帰宅を支援する制度の導入も検討してまいります。 

実施主体 美幌町、美幌町教育委員会、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・スクールバスが運行していない地域は、学校まで距離があり、保護者の

送迎で苦労している。対応を考えてほしい。 
・農村地区全体にスクールバスを運行してほしい。 
・新しい路線の体験乗車会など考えてみてはどうか。 

  



第７章 地域公共交通計画 

 

129 

 

基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 利用促進に向けた取り組み（モビリティマネジメント） 

現状と課題 

自家用交通の普及により、各家庭では1台若しくは複数台の車両を所有

しており、個人ごとの移動が可能なため、公共交通に対する依存度、利用

割合は相当低くなっています。 

施策概要 

公共交通は地域の足であり、地域活性化の一つの手段です。 
そのため、行動変容に結び付く施策を講じながら、利用促進に向けて取

り組んでまいります。 
利用促進に向けた事例を挙げると 
・利用しやすい時間帯、目的の場所への運行の確保の必要性 
・公共交通以外の分野との連携、協力 
・公共交通を利用した生活のイメージの提供 など 

これらをしっかりと周知、理解に努めていく必要があります。 
また、二酸化炭素の排出抑制、高齢者の交通事故（加害者）の防止な

ど、公共交通の重要性もあわせて、周知、理解に努めていく必要がありま

す。 
さらに、高齢者の交通安全施策として、引き続き、運転免許証の自主返

納者に対する支援を継続し、特典内容の魅力アップを研究しながら、公共

交通の利用促進に努めたいと思います。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者（協力団体：老人クラブ） 

参考 

【意見等】 
・バスの利用者には高齢者が多いものの、バス停までの移動が大変であっ

たり、買い物で荷物を持って乗ることが大変です。バスの利用に結び付

かないのは、そのような理由もあると思います。 
・自動車運転免許証の自主返納で交付される特典には有効期限があり、使

い切れていません。 
・高齢者の免許変更者が増えてきている。もう少し、きめ細やかな運行を

検討してほしい。 
・農村地区の高齢者と比べると、市街地に住む高齢者は意外と不便だと思

う。 
・慣れている人は簡単に利用しているが、乗車したことない人のために体

験ツアーなどを考えてみてはどうか。 
 
 Ｐ．79 ⑪主な利用交通手段（高齢世帯） 
 Ｐ．80 ⑫主な利用交通手段（再掲）（高齢世帯） 
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基本目標 ３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

施策項目 観光振興と公共交通の連携 

現状と課題 

美幌町は美幌峠を有し、多くの観光客が訪れています。しかし、市街地

には観光施設等はなく、宿泊施設も多くありません。 

施策概要 

観光の振興に関する施策と地域公共交通が相互に連携協力を図ることに

よって、本町の観光振興に寄与することを目指してまいります。 

実施主体 美幌町、交通事業者、観光物産協会 

参考 

【意見等】 
・公共、民間の様々なサービスと連携する公共交通の利用を希望します。 
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基本目標 ４．持続可能な公共交通システムの構築 

施策項目 運転手不足の現状を踏まえた取り組み 

現状と課題 

公共交通の担い手、運転手不足が顕著となっていますが、運転手の養

成、育成を交通事業者だけの課題として捉えず、地域全体の課題として目

を向けていかなければなりません。 

施策概要 

バス及びタクシーの運転手が不足しているため、人材確保の取り組みは

交通事業者のみならず、地域で考えていかなければなりません。運転手の

不足は、公共交通サービスに直結する課題です。 
そのため、運転手不足の課題解消に向けた必要な施策を交通事業者とと

もに研究、検討を行ってまいります。 
また、公共交通の担い手である運転手が不足している現状を広く理解い

ただくとともに、あらためて、広く町民から運転手に謝意が伝えられるな

ど、取り組みを研究、検討したいと思います。 

実施主体 美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・運行区域を拡大してほしい。 
・土曜日も平日の運行と同様にしてほしい。 
・日曜日にもバスを運行してほしい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 交通事業者運転手の年齢（バス・タクシー） 

  

30歳代 4.5%

40歳代 7.6%

50歳代

30.3%

60歳代

28.8%

70歳代

28.8%

＜交通事業者運転手の年齢＞

n=66 人 
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基本目標 ４．持続可能な公共交通システムの構築 

施策項目 新しい決済サービスの導入検討 

現状と課題 

運賃の支払いは現金及び回数券が用いられていますが、運行会社ごとに

決済サービスが異なっています。 
また、公共交通の決済システム（現金を除く）は、他の分野と共通性が 

ありません。 

施策概要 

（１）新しい決済サービスの研究 
電子マネー、スマホ決済など、新しい決済サービスが各分野で利用さ

れているものの、公共交通では利用できないため、同様の決済サービス

の導入を研究、検討を行い、利用者の利便性向上を目指していきたいと

思います。 

（２）各社共通回数券の導入検討 
各社ごとに販売している回数券を、交通事業者が共通で利用できる回

数券に見直し、かつ、交通事業者以外にも商店街の支払いに利用できる

と利便性が高くなります。 
各社共通回数券の導入に向けて、検討を進めてまいります。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・運転免許証返納の特典に使用期間を設けるのは不要ではないか。 
・回数券を使い切れなかった。 
 
 Ｐ．84 ⑯美幌循環線にあると便利に思うサービス等（再掲）（高齢世

帯） 
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基本目標 ４．持続可能な公共交通システムの構築 

施策項目 持続可能な収支体系の構築 

現状と課題 

市街地を運行するバス路線の運賃収入は、地域内フィーダー系統に位置

づけされている美幌循環線及び美幌高校線を合わせて、運行経費の1割強

を賄っているに過ぎず、ほとんどは国及び町の補助金に頼っているのが現

状です。 

施策概要 

市街地交通が将来に向け安定的に運行するためには、地域内フィーダー

系統に位置づけされている路線を中心に、運行経費に対する運賃収入の割

合を高めていく必要があります。 

（１）地域内フィーダー系統路線の運賃見直し 
地域内フィーダー系統に位置づけされている路線を中心に、運行経費

に対する運賃収入の割合を高めるため、運賃の見直しを検討します。 

（２）市街地域を運行するバスの運賃の研究 
既設及び再編の市街地域を運行するバス路線の利用促進と持続可能な

収支体系の構築を目指して、交通事業者とともに検討・研究を進めてま

いります。 

（３）サブスクリプションの導入検討 
乗車の多い利用者を対象とした、定額サービスの導入について研究し

てまいります。 

実施主体 協議会、美幌町、交通事業者 

参考 

【意見等】 
・町からの補助金など、負担の割合をしっかりと説明する必要がある。 
・これほど多くの補助金があるとは思わなかった。 
・美幌循環線の運賃100円を維持してほしい。 
・100円運賃はあり得ない。利用者にもう少し負担してもらうべき。 
 
 Ｐ．85 ⑰美幌循環線を維持するための補助金について（高齢世帯） 

Ｐ．85 ⑱美幌循環線の運賃に対しての利用の有無（高齢世帯） 

  

＜ワンポイント＞ 

（サブスクリプションとは） 

サブスクリプション（サブスク）は、月額課金・定額制でサービ

スを契約することを指します。 
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基本目標 ４．持続可能な公共交通システムの構築 

施策項目 近隣自治体との連携協力 

現状と課題 

本計画は、美幌町を計画の区域として策定しているものではあるが、近

隣自治体（北見市・津別町・大空町・弟子屈町など）及び北海道などとの

連携協力は欠かせないものです。 

施策概要 

女満別空港の連絡交通をはじめ、空港、ＪＲ、広域交通など、本町に関

わる広域交通サービスの向上には、近隣自治体との連携協力は欠かせませ

ん。 
広域交通サービスの向上に必要な施策を近隣自治体との情報共有のも

と、推進できるように努めてまいります。 
 

実施主体 美幌町 

参考 

【意見等】 
・美幌～津別間のバスの小型化を希望します。 
・ＪＲ特急列車の運行維持を希望します 
 
 Ｐ．74 ⑥町内外で運行する公共交通手段の利用状況（再掲）（高齢世

帯） 
 Ｐ．75 ⑦北見・美幌・津別線の利用状況（再掲）（高齢世帯） 

Ｐ．87 ⑳ＪＲを利用するために必要と思うこと（再掲）（高齢世帯） 
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７－６ 計画の進行管理 

本計画における施策や事業について、個々の取り組みの期間を次頁以降に示します。 
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表 計画の進行管理 

 

  

取り組み 
令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

令和 8 年度 

(2026 年度) 

１．市街地交通の整備及び充実 

 
市街地バス路線の見直し 

 

運行区域の拡大、路線の見直し 実施（継続） 

運行時間帯の見直し 実施（継続） 

市街地未運行地域の解消 調査・検討・調整・実施 

新しい交通システムの導入による 

サービスの向上 
実証・導入（検討） 

ＪＲ普通列車との接続改善 実施（継続） 

２．各々の公共交通体系の連携と利便性の向上 

 
農村交通の充実  

 

乗合タクシーの充実 調査・検討 実施（継続） 

混乗スクールバスの充実 調査・検討 実施（継続） 

女満別空港との連絡交通 調査・検討・調整・実施（予定） 

北見・美幌・津別線の利用促進 実施（継続） 

近郊施設との移動サービスの研究・検討 協議・調査・検討・調整 

ＪＲ北海道の利用促進 実施（継続） 
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取り組み 
令和 4 年度 

(2022 年度) 

令和 5 年度 

(2023 年度) 

令和 6 年度 

(2024 年度) 

令和 7 年度 

(2025 年度) 

令和 8 年度 

(2026 年度) 

３．公共交通の利用促進とモビリティマネジメントの推進 

 
バス車両の更新 検討 

バス停環境の整備 実施(継続) 

公共交通の周知徹底 実施(継続) 

商店街などとの連携 協議・検討・調整・実施(予定) 

小学生に対する利用促進施策の推進 検討・調査・実施(継続) 

利用促進に向けた取り組み 

（モビリティマネジメント） 
実施（継続） 

観光振興と公共交通の連携 検討・調整・実施（予定） 

４．持続可能な公共交通システムの構築 

 運転手不足の状況を踏まえた取り組

み 
検討・調整 実施（継続） 

新しい決済サービスの導入 協議・検討・調整 

持続可能な収支体系の構築 実施（継続） 

近隣自治体との連携協力 連携・協力 
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７－７ 計画の達成状況の評価 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる見直し 

本計画に掲げる基本理念に基づき、各施策を効果的に実行するためには、明確な目標を

掲げ、定期的に評価しながら、見直しと改善を繰り返すことが重要となります。 

そのため、本計画の評価は、毎年、計画目標として定めた指標をもとにＰＤＣＡサイク

ルにより実施し、必要に応じて計画に基づく事業の実施内容に反映させていきたいと考え

ています。 

 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクルによる見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ワンポイント＞ 

（ＰＤＣＡサイクルとは） 

計画（Plan）実施（Do）評価（Check)改善（Action）の４つの視点をプロセスに取り

込むことによって、管理業務を継続的に改善していく手法のこと。 
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